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令和５年４月の施行後の理解増進活動について

・今年度は年度当初に高速道路のSA等での集中的広報を行うとともに、昨年度開設した特設ポータルサ
イトへの誘導等の取組を継続して実施。

動画広告放映状況（高速道路SA）

【「自賠責」関連ワードクラウド】

令和５年当初からの自賠制度や法改正に係る報道内容
やSNS投稿を分析したところ、キーワードとしては
「被害者」が一番多く、被害者支援のための改正である
という趣旨は一定程度伝わっていると推察。

・従来から行っている取り組みについても関係機関・団体等の協力を得て一層取り組みを強化

【施行直後の集中的な取り組み】

状況に応じた複数の動画媒体を
作成し、ドライバー・ユーザーとの
接点を中心に放映
（令和５年４月～５月）

関西地区や岩手県、熊本県の路線バス
の車内や営業所において、自賠制度に
関するポスター掲示を実施

ポスター（イメージ）

【従来から取り組む周知の強化】

保険契約時のチラシの同封

チラシの配布

約800万枚配布 ※

交通事故被害者ノート

新たな配布先（運輸局・法テラス等を想定）
61箇所に新たに配布予定

※令和５年２月～6月 累計
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関係業界団体・関係機関が行うイベント等へのナスバ参画による周知

ナスバ５０周年に向けた広報の取組強化

交通安全等に関するイベントへの参画

スルッとKANSAI 第23回バスまつり（2023年6月11日）

関係機関・団体が行うイベント等を通じた周知

交通安全。アクション2023新宿（2023年4月8日～９日）
主催：一般社団法人日本自動車会議所

ナスバちゃん展示（くまもんスクエア） （2023年3月29日）

バス事業者が主催するイベントの中で、運輸局と連携し

ナスバについて広報。国交省審議官も登壇しPR活動。

・２０２３年は、ナスバの前身となる自動車事故対策センター設立
（１９７３（昭和48）年１２月）から50周年となる節目の年

・各主管支所を中心として、それぞれにおいて、関係機関・団体
と連携して、節目の機会を活かし、ナスバ及び被害者支援の仕組み

の認知度向上に向けた周知活動を集中的に実施する予定

他機関・関係団体との連携した周知活動

（例）
J1チーム（アルビレックス新潟）
と連携した
「”ナスバ”を知ってください！」
PR活動



３

販売事業者等と連携した取り組み 警察庁と連携した取り組み

連携

● 新たに電動キックボード等の特定小型原付の加入促進に特化したサイトを開設
● 関係省庁（警察庁・経済産業省等）との周知連携、関連ワードによる

ターゲティング広告等の実施
● 関係機関と連携した街頭検査活動も実施し、強力に加入を推進

・電動キックボード等
にも自賠責加入が必要
である旨を
大手家電量販店の
販売事業者等を通じて
周知

現在の情勢に合わせた自賠責の周知活動

令和５年７月、改正道路交通法が施行され、「特定小型原付」（いわゆる電動キックボード等）について、免許・ヘルメット等
が不要に。自賠責保険への加入義務は引き続き必要であることから、これらの車種を念頭に強力な無保険車対策を実施

・東洋経済オンラインに警察庁審議官と国交省
審議官で加入周知を呼びかける記事掲載

・関係省庁や事業者で
構成される官民協議会
で作成した
「ガイドライン」にも
自賠責加入対策を明記



重点実施
期間
（加入）

重点実施
期間
（キック
ボード）

令和５年度における取組みの想定スケジュール

制度施行後のフォローアップ広報を丁寧に行いつつ、被害者へのアウトリーチ・ユーザーの理解促進に向けた取組みを推進
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重点実施期間
（施行直後のＦＵ
2ヶ月程度）

重点実施期間
（引越・入学・入社期）

ポータルサイト（随時更新・動画拡充等）

ＳＮＳ広告

WEB広告

ラジオ広告

公共空間
広告

公共空間
広告

ポスター・リーフレットの配布

４
ナスバ、警察庁と連携し安全マネジ
メントに関する講演予定（10月頃）

ナスバの知名度向上に向けた各種イベント参加

自賠責加入促進に向けたポスター
（昨年の例）

デジタルサイネージ広告等


